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介護老人福祉施設重要事項説明書  
 

当施設は介護保険の指定を受けています。 

（埼玉県指定   第１１７２７００１８７号 ） 

【令和６年８月１日より適用】 

 当施設はご契約者に対して指定介護老人福祉施設サービスを提供します。施設の概要や提供されるサービス

の内容、契約上ご注意いただきたいことなどを次のおり説明します。 

  目 次 

１ 施設経営法人・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６ 

２ ご入居施設・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６ 

＊１特定入所の要件について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７ 

３ 居室の概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７ 

４ 職員の配置状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・８ 

５ 当施設が提供するサービスと利用料金・・・・・・・・・８ 

６ 契約者が病院等に入院された場合・・・・・・・・・・・１３ 

７ 感染症について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１３ 

８ 料金の支払い方法について・・・・・・・・・・・・・・・・・１４ 

            ９ 緊急時の対応・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１４ 

           10 事故発生時の対応・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１４ 

           １１ 身体拘束の廃止・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１４ 

12 主治医・協力病院・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１４ 

13 第三者評価・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１４ 

14 苦情の受付について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１５ 

１ 施設経営法人 

   法 人 名  社会福祉法人 至福の会 

 法人所在地   埼玉県狭山市南入曽１０４４番地１ 

 電   話  ０４－２９５６－７７７０ 

理 事 長  大 野 裕 明 

設立年月日  平成９年３月２１日 

２ ご入居施設 

     施設の種類  指定介護老人福祉施設 

     施設の名称  特別養護老人ホーム むさしの園 

施設所在地  埼玉県狭山市南入曽１０４４番地１ 

電   話  ０４－２９５６－７７７０ 

施 設 長   大野 裕一 

開設年月日  平成９年５月１日 

入居定員       ９０名 
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＊入居受け入れ基準 

・ ６５歳以上で要介護３～５度の方（１号被保険者）＊1 

・ ４０歳～６５歳身体的問題から家庭での生活が難しい方（２号被保険者） 

＊1特定入所の要件について 

    要介護認定により要介護１・２と認定され、次の各号に該当した場合、保険者と協議の上、入

居、契約更新の検討をさせていただきます。 

①  認知症であるものであって、日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さが

頻繁に見られること。 

②  知的障害・精神障害を伴い、日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さ等

が頻繁に見られること。 

③  家族等による深刻な虐待等が疑われることにより、心身の安全・安心の確保が困難と認めら

れること。 

④  単身世帯である、同居家族が高齢又は病弱である等により家族等による支援が期待できず、

かつ、地域での介護サービスや生活支援の供給が不十分な状況であると認められること。 

3 居室の概要 

   当施設では以下の居室・設備をご用意しています。 

居室・設備の種類 室数及び定員 備      考 

個  室 

２人部屋 

４人部屋 

２０室 ２０名 

１１室 ２２名 

１２室 ４８名 

 従来型個室 

 多床室 

 多床室 

静養室 

医務室 

１室   ２名 

１室 

 電動ベッド 

 吸引機、オートクレーブ等 

機能回復訓練室 

食  堂 

１室 

３室 

 平行棒等のリハビリ器具 

 テレビ、テーブル、チェアー等 

  ※ ご利用者の心身の状況や施設の都合により、居室を変更する場合があります。 

4 職員の配置状況 

職   種 常 勤 非常勤 合 計 業 務 内 容 

管理者 施設長    １名  １名  管理全般 

医師  １名 １名  健康管理等 

事務員 1名  １名   事務管理 

生活相談員 １名  １名   生活相談等 

介護支援専門員 １名  １名   ケアプラン等 

管理栄養士 １名  １名   栄養管理 

介護職員 ２７名 ４名 ３１名   日常介護等 

看護師及び 

准看護師 

３名  ３名  健康管理等 

機能訓練指導員 １名  １名   機能訓練等 
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   ※ 職員の配置については、指定基準（常勤換算による職員配置人数）を遵守しています。 

   ※ 常勤換算とは職員それぞれの週当たりの勤務延時間総数を、当施設の所定労働時間数（40

時間）で除した数です。 

５ 当施設が提供するサービスと利用料金 

 当施設では、ご契約に対して以下のサービスを提供します。自己負担額などもあわせてお知ら

せします。 

    ① 施設サービス計画の立案 

介護支援専門員と介護関係者が協力してケアプランをたて、その内容をご入居者、 

ご家族に説明し、同意をいただきます。 

② 生活相談 

生活相談員に、介護以外の日常生活に関することも含めて相談できます。 

   ③食 事 

朝 食・・・午前 ７時３０分～午前 ８時３０分 

昼 食・・・午後 ０時００分～午後 １時００分 

おやつ・・・午後 ３時００分～午後 ３時３０分 

夕 食・・・午後 ６時００分～午後 ７時００分 

    ※ ご入居者個々の事情に応じて食事時間を調整しています。 

    ④ 介 護 

ケアプランに沿って下記の介護を行います。  

          ・食事介助、排泄、オムツ交換、リネン交換、入浴介助等 

⑤ 健康管理 

当施設では、年１回健康診断を行います。 

健康診断の内容によっては、実費を頂きます。 

嘱託医を配置しております（月に２回程度診察予定） 

⑥ 入 浴 

一般浴室又は特殊浴室で週２回入浴していただきます。ただし、ご入居者の体調により 

清拭になる場合があります。 

    ⑦ 行政手続代行 

          行政手続きの代行を施設で受け付けます。希望される際は事務所にお申し出ください。 

内容によっては、委任状が必要です。 

⑧ 貴重品の預かり・日常費用等の受入・支払代行など 

日常生活にかかる諸費用について支払いを代行いたします。預り金の管理は別に定める

「預り金等管理規程」に基づき管理いたします。施設指定の「委任状」が必要です。 

以上の料金として、ご契約期間１日当たり事務費１００円をお支払いいただきます。 

   ⑨ レクリエーション等 

       提供内容によっては別途費用がかかるものもございます。詳しくはその都度ご説明させて

いただきます。 

⑩ 日常生活上必要な諸費用 

ご入居者の日常生活に要する費用で、ご入居者に負担いただくことが適当なものはご負担 

いただきます。＜例＞複写物１枚につき２０円や医療費など。 
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⑪ 日用品費 

    施設の生活において必要な日用品費をご契約期間の実費をお支払いいただきます。 

別紙「日用品費申込書」にて申込みを受け付けます。 

⑫ 電化製品の電気代金 

    居室へ電化製品（テレビ等）を持ち込み使用する場合は、電気代金を徴収いたします。 

別紙「家電製品持込申込書」にて申込みを受け付けます。 

⑬ 理美容サービス 

       当施設では、美容師による理美容サービスが受けられます。サービスの実施については、 

      本人、家族の希望、または職員が必要と判断した場合に利用します。別途費用がかかりま

す。（実費） 
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【介護福祉サービス費（30日分の額）】 

 

【負担限度額（３０日分の額）】 

  従来型個室の居住費 多床室の居住費 食    費 

第１段階 11,400 円 0 円 9,000 円 

第２段階 14,400 円 12,900 円 11,700 円 

第３段階① 26,400 円 12,900 円 19,500 円 

第３段階② 26,400 円 12,900 円 40,800 円 

 ※１ 食費・居住費については、介護保険負担限度額認定書の交付を受けた方にあっては、 

当該認定書に記載されている負担限度額（上記表に掲げる額）となります。 

従来型多床室           

介護度 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 

介護福祉サービス費（2） 181,470 円 203,037 円 225,529 円 247,096 円 268,355 円 

介護保険 

負担割合 

１割負担 18,147 円 20,304 円 22,553 円 24,710 円 26,836 円 

２割負担 36,294 円 40,608 円 45,106 円 49,420 円 53,671 円 

３割負担 54,441 円 60,912 円 67,659 円 74,129 円 80,507 円 

居住費 29,100 円 29,100 円 29,100 円 29,100 円 29,100 円 

食費 46,500 円 46,500 円 46,500 円 46,500 円 46,500 円 

自己負担額 

合計 

１割負担 93,747 円 95,904 円 98,153 円 100,310 円 102,436 円 

２割負担 111,894 円 116,208 円 120,706 円 125,020 円 129,271 円 

３割負担 130,041 円 136,512 円 143,259 円 149,729 円 156,107 円 

           

従来型個室           

介護度 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 

介護福祉サービス費（1） 181,470 円 203,037 円 225,529 円 247,096 円 268,355 円 

介護保険 

負担割合 

１割負担 18,147 円 20,304 円 22,553 円 24,710 円 26,836 円 

２割負担 36,294 円 40,608 円 45,106 円 48,064 円 53,671 円 

３割負担 54,441 円 60,912 円 67,659 円 75,129 円 80,507 円 

居住費 38,700 円 38,700 円 38,700 円 38,700 円 38,700 円 

食費 46,500 円 46,500 円 46,500 円 46,500 円 46,500 円 

自己負担額

合計 

１割負担 103,347 円 105,504 円 107,753 円 109,910 円 112,036 円 

２割負担 121,494 円 125,808 円 130,306 円 133,264 円 138,871 円 

３割負担 139,641 円 146,112 円 152,859 円 160,329 円 165707 円 
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 ※２ 居住費については、入院又は外泊中でも料金をいただきます。ただし、入院又は外泊 

中のベッドを利用者の同意を得た上で、短期入所生活介護又は介護予防短期入所生活 

介護に利用する場合は、利用者から居住費はいただきません。 

【加算項目】 

№ 
加算項目 

基本単位 利用料 
利用者負担 

算定回数等 
1 割負担 2 割負担 3 割負担 

1 日常生活継続支援加算(Ⅰ) 36 370 円 37 円 74 円 111 円 1 日につき 

2 サービス体制強化加算（Ⅰ） 6 61 円 6 円 12 円 18 円 1 日につき 

3 看護体制加算(Ⅰ)ロ 4 41 円 4 円 8 円 12 円 1 日につき 

4 看護体制加算(Ⅱ)ロ 8 82 円 8 円 16 円 25 円 1 日につき 

5 夜勤職員配置加算(Ⅰ)ロ 13 133 円 14 円 27 円 40 円 1 日につき 

6 夜勤職員配置加算（Ⅲ）ロ 16 164 円 17 円 33 円 50 円 1 日につき 

7 個別機能訓練加算Ⅰ 12 123 円 12 円 25 円 37 円 1 日につき 

8 個別機能訓練加算Ⅱ 20 205 円 21 円 41 円 62 円 1 月につき 

9 栄養マネジメント強化加算 11 113 円 11 円 23 円 34 円 1 日につき 

10 療養食加算 6 62 円 6 円 12 円 18 円 1 食につき 

11 口腔衛生管理加算Ⅰ 90 924 円 92 円 185 円 277 円 1 月につき 

12 口腔衛生管理加算Ⅱ 110 1130 円 113 円 226 円 339 円 1 月につき 

13 

 

 

看取り介護加算(Ⅰ) 

1280 13146 円 1315 円 2629 円 3944 円 死亡日 

680 6984 円 698 円 1397 円 2095 円 
死亡日の前日及

び前々日 

144 1479 円 148 円 296 円 444 円 
死亡日以前４日

以上 30 日以下 

14 

 

初期加算 

 

30 308 円 31 円 62 円 92 円 

入所日から 30 日

を限度／１日につ

き 

15 

 

外泊時費用 246 2526 円 253 円 505 円 758 円 

連続した 6 日、月

跨りの場合 12 日

まで 

16 科学的介護推進体制加算Ⅱ 50 514 円 51 円 103 円 154 円 1 月につき 

17 安全対策体制加算 20 205 円 21 円 41 円 62 円 入居時１回 

18 

 

介護職員等処遇改善加算Ⅰ 

 

14% - - - - - - - 
その月の合計単

位数に上乗せ 
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加算内容 

※ 日常生活継続支援加算は、居宅での生活が困難であり、当施設への入所の必要性が高いと認

められる重度の要介護状態の者や認知症である者等を積極的に受け入れるとともに、介護

福祉士資格を持つ職員を手厚く配置し、質の高い介護福祉施設サービスを提供した場合に

算定します。 

※ サービス提供体制強化加算は、厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして届け

出た施設が、入所者に対して介護福祉施設サービスを行った場合に算定します。（日常生活

継続支援加算及び、サービス体制強化加算はどちらか一方の算定となります） 

※ 看護体制加算は、看護職員の体制について手厚い人員体制をとっている場合に算定します。 

※ 夜勤職員配置加算は、夜間及び深夜の時間帯について手厚い人員体制をとっている場合に

算定します。 

※ 個別機能訓練加算は、他職種共同にて個別機能訓練計画を作成し、計画的に機能訓練を行っ

た場合に算定します。また、その情報を厚生労働省に提出し、適切かつ有効な実施のために

必要な情報を活用します。 

※ 栄養マネジメント強化加算は、管理栄養士を配置し入居者ごとの栄養状態、嗜好等を踏ま

えた食事の調整を行います。また、その情報を厚生労働省に提出し、栄養管理における適切

かつ有効な実施のために必要な情報を活用します。 

※ 療養食加算は、疾病治療のため医師の発行する食事箋に基づき糖尿病食、腎臓病食、肝臓病

食、胃潰瘍食、貧血食、膵臓病食、脂質異常症食、痛風食及び特別な場合の検査食を提供し

た場合に算定します。 

※ 口腔衛生管理加算Ⅰは月に 2 回、歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が口腔ケアを行い、

介護職員に対して具体的な技術的助言及び指導を行います。 

※ 口腔衛生管理加算ⅡはⅠに加えの情報を厚生労働省に提出し、適切かつ有効な実施のため

に必要な情報を活用します。 

※ 看取り介護加算は、看取りに関する指針を定め、医師が一般的な医学的見地に基づき回復の

見込みがないと診断した入所者に対して、他職種共同にて介護に係る計画を作成し、利用者

又は家族の同意のもと、入所者がその人らしく生き、その人らしい最後を迎えられるように

支援した場合に算定します。 

※ 初期加算は、当施設に入所した日から 30 日以内の期間について算定します。 

※ 外泊時費用は、１ヵ月につき６日以内（連続して６日。ただし、複数の月にまたがる場合は１２日）

の外泊、及び短期入院時に算定します。また、短期入院の場合は、退院後再び施設に入居する

ことができます。 

※ 介護職員等処遇改善加算は、介護職員の処遇を改善するために賃金改善や資質の向上等の

取り組みを行う事業所に認められる加算です。 

※ 地域区分別の単価(6 級地 10.27 円)を含んでいます。  
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※ (利用料について、事業者が法定代理受領を行わない場合）前記に係る利用料は、全額をい

ったんお支払いいただきます。この場合、「サービス提供証明書」を交付しますので、｢領収

書｣を添えてお住まいの市町村に居宅介護サービス費等の支給（利用者負担額を除く）申請

を行ってください。 

※ 前記の料金表の要介護度に応じた料金と、加算項目、実費サービスの合計金額をお支払い頂き

ます。なお、サービスの料金は、ご入居者の負担割合、限度額認定に応じて異なります。＊ 

註 1 介護保険からの給付額が変更になった場合、それに合わせてご契約者の負担額を変更します。 

註２ 居室と食事に係る費用について、負担限度額認定を受けている場合は、認定証に記載されてい 

る負担限度額とします。その際は、「負担限度額認定証」の提出をお願いします。 

註 3 ご入居者の要介護状態等により、施設側で居室移動が必要と判断した場合は、居室移動をいた 

します。 

 

６ 契約者が病院等に入院された場合 

① 検査入院など短期入院の場合 

    １ヵ月につき６日以内（連続して６日。ただし、複数の月にまたがる場合は１２日）の短期入院の

場合は、退院後再び施設に入居することができます。 

 ② 上記期間を超える入院の場合 

        上記短期入院の期間を超える入院については、３ヵ月以内に退院された場合は、退院後再

び施設に入居することができます。ただし、入院時に予定された退院日より早く退院した場合

等、退院時に当園の受入準備が整っていないときは、入院される以前の居室と異なる居室を一

時的にご利用いただく場合があります。 

 ③ ３ヵ月以内の退院が見込めない場合 

３ヵ月以内の退院が見込めない場合は、契約を解除することがあります。この場合は、当施設に

再び優先的に入居することはできません。 

 

７ 感染症について 

    ご入居者は、施設内において感染症が疑われる症状を発した場合、事業者判断にて検査をさせ

ていただきます。 検査費用・治療費については、利用者負担となります。（実費精算となりま

す） 感染症に汚染した恐れのある衣類については事業者の判断にて処分します。 

 

８ 料金の支払い方法 

    利用者の状況により、前記５～７を合わせてお支払いいただきます。 

    料金・費用は、月末締めで翌月の１５日までに請求書を郵送し、 

２０日に指定口座より引き落としさせていただきます。 

（２０日が土、日、祝日の場合は翌営業日） 

なお、引き落としが出来ない場合は振り込みとさせていただきます。 

指定口座 ＪＡいるま野 入曽支店 
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9 緊急時の対応 

  緊急時  心身状態の異変や容体急変の時は、速やかに家族に連絡すると共に、主治医や協力医

療機関への連絡等必要な措置を講じます。 

  終末期  終末期が近づいてきた際は、施設療養か入院治療か、家族・嘱託医による話し合いがも

たれます。施設療養の場合は、居室にて家族の付添いをお願いする場合があります。 

 

10 事故発生時の対応 

  サービス提供により事故が発生した場合には、ご家族、行政、関係医療機関等への連絡を行うなど

必要な措置を講じ、事故の状況や事故に際してとった処置について記録し、賠償すべき事故の場合に

は、損害賠償を速やかに行います。 

 

11 身体拘束の廃止 

  原則として、入居者の自由を制限するような身体拘束は行いません。 

  ただし、緊急やむを得ない理由により拘束をせざる得ない場合には事前に入居者及びその家族へ

充分な説明を行い、同意を得るとともに、その対応及び時間、その際の入居者の心身の状況並びに緊

急やむを得ない理由について記録します。 

 

12 主治医・協力病院について 

     主治医  かたぎりクリニック 電話番号 ０４－２９９０－８７７４ 

     協力病院  埼玉石心会病院 電話番号 ０４－２９５３－６６１１ 

 

13 第三者評価の実施 

第三者による評

価の実施状況 

 

□ あり 

実施日     年   月   日 

評価機関名称  

評価の開示 □ あり □ なし 

■ なし 

 

14 苦情の受付について 

① 特別養護老人ホーム むさしの園  受付担当  生活相談員 

      受付時間  月曜～金曜日（午前８時３０分～午後５時３０ ・年末年始土日祝日を除く） 

      電話番号  ０４－２９５６－７７７０ 

②  第三者委員（1） 

   社会福祉法人 桑の実会 理事長 濱野 賢一 

電話番号  080-3319-7371 

③  第三者委員(２) 

   社会福祉法人 名栗園  理事長  池田 徳幸 

電話番号  ０４２－９７４－７０７７ 

④ 狭山市役所 （受付担当  介護保険課） 
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      受付時間  月曜～金曜日（午前８時３０分～午後５時。年末年始及び土日・祝日を除く） 

      電話番号  ０４－２９５３－１１１１ 

⑤ 各保険者  （受付担当） 

⑥ 埼玉県国民健康保険団体連合会  （受付担当  苦情相談窓口） 

      受付時間  月曜～金曜日（午前８時３０分～午後５時。年末年始及び土日・祝日を除く） 

   電話番号  ０４－８８２４－２５６８ 

※ 苦情処理統括責任者 

特別養護老人ホーム むさしの園  施設長 大野 裕一  

 

指定介護福祉施設サービス提供の開始に当たり、本書面に基づき重要事項の説明を行いました。 

 

【事 業 者】 

住  所  埼玉県狭山市南入曽１０４４番地１ 

施設名  特別養護老人ホーム むさしの園 

説明者職名 生活相談員 

                        氏名 大山容仙   

 

 私は、本書面に基づいて事業者から重要事項の説明を受け、指定介護福祉施設サービスの提供開

始に同意しました。 

 

令和     年     月     日 

 

      入 居 者        住   所                                    

 

                       氏   名                                            印 

       

  

  身元保証人①      住   所                                     

  

                       氏      名                                           印 

 

 

  身元保証人②      住   所                                     

            

氏   名                                   印  

    

代 理 人       住   所                                     

     （後見人等） 

氏   名                                   印 


